
1.募集型企画旅行契約
1）この旅行は、ラド観光株式会社（以下「当社」という）が企画・募集・実施する旅行であり、この旅
行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約をすることになります。
2）当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関その他の旅行に関するサー
ビス（以下「旅行サービス」といいます。）の提供を受けることができるよう手配し、旅程を管理
することを引き受けます。
2.旅行契約のお申込み・ご予約
1）①当社、②旅行業法で規定された「受託営業所」（以下①②を併せて「当社ら」といいます。）の
それぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様か
らの旅行契約のお申込みまたはご予約を承ります。
2）当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段（以下「電話等」という）に
よる旅行契約のお申込みを受付けることがあります。この場合契約はご予約の時点では成立
しておらず当社らが電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した日の翌日から起算して
3日以内にお申込書の提出とお申込金のお支払いまたは会員番号（クレジットカード番号）を
通知していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合または会員番号（クレジッ
トカード番号）を通知されない場合は、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
3)申込金の額は以下の通りです。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」
「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱いいたします。

3.お申込み条件
1）20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。
2）特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資
格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場
合があります。
3）旅行のお申込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補
助犬使用者の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮が必要とする方は、その旨お申し出く
ださい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。
4）通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携
会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申込みをお断りする場合がございます。
4.旅行契約の成立時期
1）当社とお客様との旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するも
のといたします。

２）電話または、ご来店ではなく、ファクシミリ、電報、テレックス、Eメール及び郵便などにてお申
込みまたはご予約をなされた場合は以下の時点で成立といたします。
①事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発したとき。
②事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨
の通知を発したとき。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
　当社らはあらかじめお客様に、集合時間・場所、利用する運送機関、宿泊機関などに関する確定
情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。ただし、
お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行
開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
6.旅行代金のお支払い
　旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いいただきま
す。尚、14日前以降にお申込みされた場合は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにい
ただきます。
7.旅行代金に含まれるもの
　旅行日程に明示した運送機関の運賃、宿泊費、食事代、観光料金、消費税等諸税、サービス料・
コース内で含まれる旨表示したもの等。
8.旅行代金に含まれないもの
　その一部を例示いたします。
　コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電報・電話等の個人的性
質の諸費用、それに伴う税（消費税等諸税）・サービス料。
9.旅行契約の内容変更
　当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他、当社の関与し得ない
事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむ得ないときは、旅行
者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関
係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあ
ります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。
10.お客様による旅行契約の解除
（1）旅行開始前の解除
ア）お客様は、第11項に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより旅行契約を解除す
ることができます。ただし、解除の申し出は当社の営業時間内にお受けいたします。
イ）お客様は、次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することがで
きます。

a.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他
の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れ
が極めて大きいとき。
b.当社らが、お客様に対し、第5項に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡し
しなかったとき。
c.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可
能になったとき。
ウ）当社らは本項「（1）の（ア）」により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行
代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料を申込金で
まかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「（1）の（イ）」により旅行契約が解
除されたときには、すでに収受している旅行代金（あるいは申込金）を全額を払戻しいたしま
す。

（2）旅行開始後
　お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は
当該不可能になった旅行サービスの提供にかかる部分の契約を解除することができます。
この場合当社は旅行代金のうち不可能となった旅行サービス提供にかかる部分から当該旅
行サービスに対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わ
なければならない費用に係る金額（当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限りま
す。）を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
11.取消料
（1）旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひ
とりにつき下記の料率で取消料をいただきます。尚、複数人数でご参加で、一部の方がキ
ャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただ
きます。

※マイカープランの場合も上記取消料が適用されます。（初泊日が基準となります）
（2）オプショナルプランも上記の取消料が別途適用されます。
（3）当社の定める申込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル等行
程中の一部を変更をされる場合にも取消とみなし、上記の取消料が適用されます。
12.当社による旅行契約の解除
（1）旅行開始前
　当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除
することがあります。
a.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の旅行参加条件を満たし
ていないことが明らかになったとき。
b.お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認め
られるとき。
c.お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると
認められるとき。
d.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e.お客様の人数が、募集パンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たない
とき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目にあたる日より前に
旅行中止のご通知をいたします。
f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条
件が成就しない時、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
g.天災地変、運送、宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与
し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能と
なり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。

（2）旅行開始後
　旅行開始後であっても当社は次にあげる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明し
て旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員その他の者による当社の指示への違
背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の
規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
b.天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与
し得ない事由が生じた場合により旅行の継続が不可能になったとき。
13.旅行代金の払い戻し
　当社はお客様に対し払戻しすべき金額が生じた時は、次の通り払い戻しいたします。
（1）旅行開始前の旅行契約解除による払戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に払戻しい
たします。

（2）旅行開始後の旅行契約解除及び旅行代金減額分の払戻しは、契約書面に記載した旅行終
了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。

（3）クーポン類の引き渡し後の払戻しについてはお引渡ししたクーポン類が必要となります。ク
ーポン類の提出がない場合には旅行代金の払戻しができないことがあります。

14.当社の責任
（1）当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意又は
過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、
損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。（手荷
物については、損害発生の翌日から起算して14日以内/おひとり様15万円を限度）

（2）お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
　①天災地変、気象条件、暴動、これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
②運送・宿泊機関の事故若しくは火災、サービス提供の中止、またはこれらのために生ずる
旅行日程の変更若しくは旅行の中止。③官公署の命令、または伝染病による隔離④自由行
動中の事故⑤食中毒⑥盗難⑦運送機関の遅延、不通、経路変更又はこれらによって生ずる
旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮

（3）当社は運送・宿泊機関等の事故によってお客様が損害を被られても、その責任を負いません。
15.特別補償
　当社は第14項-1）の規定に基づく当社の責任が生ずるか否か問わず、当該旅行契約約定
特別補償規程で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客
様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一
定の損害につきましてはあらかじめ定められた補償金及び見舞金をお支払いいたします。
16.お客様の責任
　お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守
らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
17.旅程保証
a.当社は、別紙に定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、別表に記載する率（1％～5％
に相当する額）を乗じた額の変更保証金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支
払い致します。（お客様ご了承のうえ、同額の品物・サービスの提供になる場合があります。）
b.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行
計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命・身体の安全の確保の為の必要な
措置、前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除された部分にかかる変更の場合
はこの限りではありません。
C.変更保証金の額は、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は「お支払い対象旅
行代金」の15％を限度とします。（ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更保証金の
額が1,000円未満の場合はお支払い致しません。）
18.旅行条件・旅行代金の基準日
　当該旅行条件は、2011年10月1日を基準としています。又、旅行代金は2011年10月
1日現在の有効な運賃・料金を基準として算出しております。
19.個人情報の取扱いについて
（1）当社及び募集パンフレットに記載の受託旅行業者（以下「取扱旅行会社」といいます。）は、旅
行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡の
ために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲
内で利用させていただきます。※この他、当社及び取扱旅行会社では、①会社及び会社と
提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想
の提供のお願い。③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。⑤統計資料の作成に、お
客様の個人情報を利用させていただくことがございます。

（2）当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメー
ルアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、
当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、
それぞれの企業案内、商品及び催し物内容などの案内、ご購入いただいた商品の発送の
ために、これを利用させていただくことがございます。なお、当社グループ企業の名称、
プライバシーポリシー、及び個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームペ
ージ　（http://www.rado.co.jp）をご参照ください。

（3）当社は、旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個人
データを守秘義務契約を締結した土産物店に提供することがございます。この場合、お客
様の氏名、搭乗日、搭乗される航空便名などにかかわる個人データを、あらかじめ電子的方
法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの
提供の停止を希望される場合は、当社のお問い合せ窓口あて、出発前までにお申し出くだ
さい。
20.その他
1）お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が
生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
2）天候等の不可抗力によりバスなどの運送機関のサービスが中止又は遅延となり、行程の
変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様負担となります。
3）子供代金は、特に注釈がない場合は、満3歳以上～12歳未満のお子様に適用となります。
4）宿泊施設等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則とし
て消費税などの諸税が課せられます。
5）お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただく
ときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っ
ていただきます。

旅行企画・実施　全国旅行業協会会員

ラド観光株式会社
〒５３０-０００４  大阪市北区堂島浜2-1-11　山要ビル2F
観光庁長官登録旅行業 第1650号 ●ツアーセンター営業受付時間※但し、1月1日～3日までは13：00～17：00

全日 /10：00～18：30
国内旅行損害保険加入のおすすめ 安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられることをおすすめします。

●お申し込み・お問い合わせ 受託販売 総合（国内）旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です。この旅行契約に関し、ご不明な点があれば、ご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。

お申し込みのご案内（要約）※お申し込み際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

(おひとり様)

http://www.rado.co.jp
■ラド観光（株）ホームページ

※但し、1月1日～3日までは13：00～17：00

国内旅行に係る取消料（下段は朝発日帰り）


